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平成２６年度 決算特別委員会 

会議録（第１号） 

 

１．招集年月日  平成２６年９月１１日 

２．招集の場所  熊野町役場 ４階 第１委員会室 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

３．出席議員（１４名） 

   委員長 山 吹 富 邦   副委員長 時 光 良 造 

    委員 沖 田 ゆかり     委員 片 川   学 

    委員 民 法 正 則     委員 荒 瀧 穂 積 

    委員 大瀬戸 宏 樹     委員 藤 本 哲 智 

    委員 山 野 千佳子     委員 久保隅 逸 郎 

    委員 中 原 裕 侑     委員 尺 田 公 造 

    委員 佛 圓 大 源     委員 馬 上 勝 登 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．欠席議員（１名） 

    委員 南 田 秀 夫 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．事務局出席  事務局長 立 花 一 郎 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．説明員 

      町     長         三 村 裕 史 

      副  町  長         立 花 隆 藏 

      教 育 長         林     保 

      総 務 部 長         内 田   充 

      民 生 部 長         清 代 政 文 

      建 設 部 長         森 本 昌 義 

      教 育 部 長         藤 森 孝 弘 

      総 務 部 参 事         石 井 節 夫 
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      総 務 部 次 長         岩 田 秀 次 

      民 生 部 次 長         光 本 一 也 

      建 設 部 次 長         民 法 勝 司 

      教 育 部 次 長         三 村 伸 一 

      企 画 財 政 課 長         宗 條   勲 

      商 工 観 光 課 長         時 光 良 弘 

      税 務 課 長         貞 永 治 夫 

      福 祉 課 長         加 島 朋 代 

      住 民 課 長         西 村 隆 雄 

      健 康 課 長         隼 田 雅 冶 

      生 活 環 境 課 長         中 井 雅 晴 

      都 市 整 備 課 長         曽 根 和 典 

      開 発 指 導 課 長         林   武 史 

      上 下 水 道 課 長         沖 田   浩 

      生 涯 学 習 課 長         中 村 憲 治 

      会 計 課 長         光 本 琴 音 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．協議事項 

  付託された「認定第１号 平成２５年度熊野町各会計歳入歳出決算認定」、「認定第

２号 平成２５年度熊野町上水道事業会計決算の認定」について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．内容 

（開会 １１時００分） 

○委員長（山吹） それでは、ただ今から平成２６年度決算特別委員会を始めさせていた

だきます。本委員会に付託されました決算認定について、これから審査を行います。本

委員会が円滑に進むよう議事進行に努めてまいりたいと思います。皆さまのご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

ただ今の出席委員は１３名です。定足数に達していますので、ただ今から決算特別

委員会を開会します。 

本委員会に付託されました認定第１号平成２５年度熊野町各会計歳入歳出決算認定
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について及び認定第２号平成２５年度熊野町上水道事業会計決算の認定についてを議題

といたします。 

始めに審査の手順でありますが、お配りしております「平成２６年決算特別委員会  

審査方法」に基づき行うこととします。まず概要につきまして、一般会計と各特別会計

の決算全般を副町長から、上水道事業会計決算を建設部長から説明を受けたいと思いま

す。 

次に、部門ごとの主要事業について、各部長から説明を受けた後に、資料の閲覧時

間を設けたいと思います。この閲覧時間の際に、個々で質疑をしていただければと思い

ます。 

  最後に部門ごとで総括質疑を１２日の正午までに閲覧時間を設け委員会としての意見

をまとめたいと思います。以上のような流れで審査を行っていきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

異議がないようですので、さっそく審査に入りたいと思います。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（山吹） 平成２５度各会計歳入歳出決算書は、事前にお配りしております。 

それでは、副町長から決算書の概略について説明をお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（立花） それでは、平成２５年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書に

つきまして、その概要を説明させていただきます。 

決算書１ページの財産に関する調書をご覧ください。 

まず、平成２５年度末の公有財産の状況についてご説明いたします。一番下の行を

ご覧下さい。土地につきましては、前年度に比べ６万１，６０５．９８平方メートルの

増加で、全体では１４３万６，２５１.９５平方メートルとなっております。建物につ

きましては、木造が１８６．３５平方メートルの減少、非木造が２１５．８２平方メー

トルの増加で、全体では８万１２６．３５平方メートルとなっております。 

３ページをご覧ください。増減の内容ですが、行政財産の土地では、土地開発基金

からの買い戻しにより普通財産となった宅地を、防災備蓄倉庫用地に用途変更したこと

により、その他の行政機関のその他の施設が１，０５４.６７平方メートル増、また、

学校用地を土地開発基金から買い戻したことにより、公共用財産の学校が２，１１３平
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方メートル増、同じくその他の施設では、みらい保育園用地の土地開発基金からの買い

戻し分１万６，２５９平方メートルが増となっております。行政財産の建物の変更は、

木造において、公営住宅の解体により、公共用財産の公営住宅が９４．３５平方メート

ル減、新宮コミュニティセンターへの移転に伴う新宮老人集会所の取り壊しによりその

他の施設が９２平方メートル減、非木造において、防災備蓄倉庫の新築により、その他

の行政機関のその他の施設が１９９．６２平方メートル増、町民体育館事務所増築によ

り、公共用財産のその他の施設が１６．２０平方メートル増になっております。建物全

体で２９.４７平方メートル増加しております。普通財産の土地では、山林のうち団地

緑地の寄附による２９７平方メートルの増のほか、土地開発基金財産の買い戻し分４万

１，８８２.３１平方メートルの増により、全体で４万２,１７９．３１平方メートルの

増加となっております。普通財産の建物では、平成２５年度の異動はなく、前年度のま

まとなっております。 

  続いて５ページをご覧ください。（２）の出資による権利につきましては、熊野町土

地開発公社が平成２５年度中に解散したことに伴い、３００万円減少し１億８２２万６，

０００円となっております。（３）の「物品（公用車）」ですが、総務部におきまして

荻野工業様からの寄附により小型乗用車が５台増加し、軽乗用車１台を廃車、消防積載

車の買い替えを行いました。民生部におきましては軽乗用車を１台購入しました。教育

部におきましては、こぐま号として使用した普通特殊車１台、軽乗用車１台の計２台を

廃車しました。全体では前年度末から３台増加し、決算年度末の保有台数は６６台とな

っております。 

  次に、各会計の決算については、各会計の全体像として、決算額、収支、歳入におけ

る不納欠損額及び収入未済額、歳出における不用額について、ご説明させていただくこ

ととし、詳細については、後ほど各担当部課長にご質問いただければと思います。 

  ６ページをご覧ください。平成２５年度一般会計歳入歳出決算につきましては、歳

入・歳出予算額がそれぞれ７９億９０８万７，０００円に対し、歳入決算額が７７億６，

１００万８，６２８円、歳出決算額が７５億７，４２８万１，０９０円で、歳入歳出差

引残高は１億８，６７２万７，５３８円となっております。 

  ８ページをご覧ください。実質収支でございますが、３の歳入歳出差引額から、４の

（２）の繰越明許費繰越額１，５４８万７，０００円を差し引いた実質収支額は、１億

７，１２４万５３８円となっております。なお、繰越明許費繰越額は、６月に行われま
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した第２回熊野町議会で御報告いたしました一般会計予算繰越明許費繰越計算書の掲載

事業である小学校大規模改造事業や国庫橋梁維持修繕事業などに係る財源となっており

ます。 

  次に、一般会計の歳入ですが、９ページから１４ページに、款及び項ごとの決算状況

を２１ページから６０ページに目及び節ごとの決算状況を取りまとめております。この

中で、不納欠損額及び収入未済額の概要について、ご説明させて頂きます。 

  １０ページをご覧ください。不納欠損額につきましては、町税の５５７万２，９７６

円を不納欠損処分としております。また、収入未済額は、１４ページ一番下の合計欄に

ありますように、一般会計全体で１億２，４４４万２，９６３円となっておりますが、

このうち町税は９，２３１万８，１２３円で全体の約７４％を占めています。なお、平

成２５年度の町税の徴収率は９５．９％で、前年度の９５．８％と比べて、０．１％増

加しております。 

  次に、歳出ですが、１５ページから１８ページに、款及び項ごとの決算状況を、６１

ページから１３２ページに、目及び節ごとの決算状況を取りまとめております。この中

で、不用額についてご説明させていただきます。毎年度、予算編成に当たっては、事務

事業の精査を行い適切な予算の計上に努めるとともに、不用となる経費については、補

正予算で減額しております。しかしながら、医療費等に係る特別会計繰出金や工事関係

経費などについては、的確な見通しに努めても、なお不用額が発生する場合がございま

す。こうしたことから、平成２５年度では、１８ページ一番下の合計欄にありますよう

に、２億４，８１５万４，９１０円が不用額となっております。 

次に、１３６ページをご覧ください。国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算書

について、ご説明いたします。歳入歳出予算額は、それぞれ３４億３，３１５万１，０

００円に対し、歳入決算額が３４億６，８３２万５，０２４円、歳出決算額が３３億４，

６２１万３，４１２円で、歳入歳出差引残高は１億２，２１１万１，６１２円となって

おります。 

  １３８ページをご覧ください。繰越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も、

１億２，２１１万１，６１２円となっております。 

  １３９ページからの歳入ですが、国民健康保険税におきまして、不納欠損額が９８９

万４，４４６円、収入未済額が９，７１３万５，２１１円となっております。 

  １４３ページからの歳出ですが、主なものとして、保険給付費に係る不用額が６，４
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０４万２，８５４円、１４５ページになりますが、予備費に係る不用額が１，９９５万

円、合計で８，６９３万７，５８８円となっております。 

次に、１７４ページをご覧ください。公共下水道事業特別会計の歳入歳出決算書に

ついて、ご説明いたします。歳入歳出予算額は、それぞれ８億４,５１４万３，０００

円に対し、歳入決算額が８億３,６６０万５,３９５円、歳出決算額は８億２,６９６万

７,０３２円で、歳入歳出差引残高は９６３万８,３６３円となっております。 

  １７６ページをご覧ください。繰越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も

９６３万８,３６３円となっております。 

１７７ページからの歳入ですが、分担金及び負担金で収入未済額が８９万５,２００

円、使用料及び手数料で不納欠損額が１６万８,７７７円、収入未済額が１，１７１万

８,１３５円となっております。 

１７９ページの歳出については、不用額が１，８１７万５,９６８円となっており、

その主な内容は、流域下水道負担金や事業費に係る委託料及び工事請負費などでござい

ます。 

次に、１９２ページをご覧ください。後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算書に

ついて、ご説明いたします。歳入歳出予算額は、それぞれ５億２,６２１万円に対し、

歳入決算額が５億２,８３９万９,５４７円、歳出決算額は５億２,０４２万８,５９４円

で、歳入歳出差引残高は７９７万９５３円となっております。 

  １９４ページをご覧ください。繰越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も、

７９７万９５３円となっております。 

１９５ページの歳入ですが、後期高齢者医療保険料の不納欠損額が３１万４,３８６

円、収入未済額が６７万９,９１７円となっております。 

１９７ページの歳出については、不用額が５７８万１,４０６円となっており、その

主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金でございます。 

 次に、２０８ページをご覧ください。介護保険特別会計の歳入歳出決算書について、

ご説明いたします。歳入歳出予算額は、それぞれ１９億４,７６０万４千円に対し、歳

入決算額が１９億８,３００万５,１２７円、歳出決算額は１８億８,８１４万６,５９３

円で、歳入歳出差引残額は９，４８５万８,５３４円となっております。 

  ２１０ページをご覧ください。繰越すべき財源はありませんので、５の実質収支額も

９，４８５万８,５３４円でございます。次に、歳入及び歳出についてですが、介護保
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険特別会計は保険事業勘定、介護サービス事業勘定の２つの勘定に分けておりますので、

それぞれ説明させて頂きます。 

まず、保険事業勘定について、ご説明します。２１３ページをお開きください。 

歳入ですが、介護保険料において不納欠損額が３０９万７,８２８円、収入未済額が１，

２０４万８,３１８円、使用料及び手数料で収入未済額が６００円となっております。 

  ２１５ページの歳出ですが、保険給付費が見込みを下回ったことが主な要因となり、

一番下の合計欄にありますように、不用額が５，９３５万９５円となっております。 

次に、介護サービス事業勘定についてご説明します。２１９ページをお開きくださ

い。歳入ですが、介護サービス事業勘定は、全ての歳入が公費で賄われておりますので、

不納欠損額、収入未済額ともございません。 

  ２２１ページの歳出については、不用額が１０万７，３１２円となっております。 

次に、２５４ページをご覧ください。土地取得特別会計の歳入歳出決算書について、

ご説明いたします。歳入歳出予算額は、それぞれ２２億１,１２０万円３，０００円に

対し、歳入歳出ともに決算額が２２億１,１０９万１,８８３円であり、歳入歳出差引残

高は０円でございます。 

２５７ページの歳入ですが、基金繰入金のみであり、不納欠損額、収入未済額とも

にございません。 

２５９ページの歳出については、土地取得事業費に係る不用額が１１万１，１１７

円となっております。 

以上が、一般会計及び各特別会計の決算の概要でございます。 

次に、平成２５年度の主な基金の運用状況について、ご説明いたします。２７０ペ

ージをご覧ください。 

基金財産については、出納整理期間の適用がありませんが、各会計と同様に、出納

整理期間における増減を含む金額で説明させていただきます。 

１の土地開発基金ですが、（１）の預金では、土地取得特別会計への土地の売払い

等により、下から２つの行の値の和となりますが、１１億１,４９２万６,１２３円を収

入し、土地取得特別会計への取り崩し、道垣内交差点駐輪場整備用地の新たな購入によ

り１１億１,６５６万７,５７６円を支出した結果、基金残高は１億４７万６,１１３円

となっております。（２）の土地については、前年度末時点の土地を全て一般会計に売

り払いましたので、年度内に新たに購入した１７５．２８平方メートルが年度末の保有
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面積となっております。 

２の財政調整基金については、これも下２行分の和ですが、利子を含め８億３,２２

６万４,４４５円の積立てを行い、一般会計への取り崩しはございませんが、土地取得

特別会計へ１１億７０９万１,８８３円取り崩した結果、基金残高は、１５億７,８８９

万９,３８２円となっております。 

３の筆の里づくり基金については、下２行分の和ですが、利子を含む積立金が、１，

０８６万４,９００円、一般会計へ１,８４４万８，０００円取り崩した結果、基金残高

は、１億５,３３７万７,７８２円となっております。熊野町観光案内所筆の駅整備事業

や筆まつり実行委員会補助事業などの財源として運用したものです。 

２７１ページの５の地域福祉基金については、利子４１万６,０８３円の収入があり、

一般会計へ１,０５４万円取り崩した結果、基金残高は、２億２,５４５万１,２８２円

となっております。生活福祉交通おでかけ号運行事業の財源として運用したものです。 

２７２ページの８の公共施設等整備基金については、下２行分の和ですが、利子を

含め４億１,６１５万２,５４９円の積立てを行い、一般会計へ３,３４８万７，０００

円取り崩した結果、基金残高は、７億８,６０６万４,２９２円となっております。深原

地区町有地造成事業の財源として運用したものです。 

１０の国民健康保険財政調整基金については、した２行分の和ですが、利子を含め

９，８６２万１８７円の積立てを行い、基金残高は、９，８７２万７,１８７円となっ

ております。 

１１の介護給付費準備基金については、積立金が４,４２２万５，０００円、介護保

険特別会計への取り崩しは行いませんでしたので、基金残高は、１億９１１万８,８８

９円となっております。また、その他の基金については、利息の積立てですので、説明

は省略させていただきます。 

平成２５年度一般会計・各特別会計歳入歳出決算書についての説明は、以上でござ

います。なお、主要事業について、各部長から説明させていただき、各会計の決算書の

詳細については、後ほど、各担当部課長に質問していただくということで、よろしくお

願いいたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（山吹） 続いて、建設部長から上水道事業会計決算書について説明をお願いし

ます。森本部長。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（森本） それでは、平成２５年度上水道事業会計剰余金の処分及び決算の概

要について、ご説明をさせていただきます。熊野町上水道事業決算書の１２ページをお

開きください。 

下の表、平成２５年度熊野町上水道事業剰余金処分計算書をご覧ください。まず、

剰余金の処分についてですが、未処分利益剰余金２億８,１９５万９０９円のうち９５

万２,３９２円を利益積立金に、１，８０９万５,４３５円を建設改良積立金に積立て、

残りの２億６,２９０万３,０８２円を繰り越すものでございます。 

続いて、決算の概要を説明します。２０ページをご覧ください。まず、業務状況に

ついてですが、年間給水量は、１９５万２５５立方メートルで、２４年度より１.７％

増加しています。有収水量については、１８２万９,３９７立方メートルで、前年度に

比べ１.３％の減少となっています。また、有収率については、９３.８％で、前年度よ

り２.８ポイント減少しています。この要因につきましては、有収水量とならない末端

の水道管の洗浄作業などの増加によるものと考えております。 

続いて主要施策では、未給水地区解消のための整備を初神、新宮地区で計画的に実

施するとともに、高所配水団地の整備として、皇帝ハイツと湖翠園団地で配水管布設工

事を城之堀団地で加圧ポンプ所の建築工事を実施しています。布設延長は合わせて１,

６３８メートルとなっています。また、建事関連の受託工事では、中溝地区と出来庭地

区で約１０６メートルの配水管切廻し工事を行っております。 

ページを戻っていただいて、６ページ、７ページをお開きください。収益的収支及

び資本的収支の決算額については、収益的収入は、前年度と比べ、７６５万４,７０４

円減の４億８,３８９万２,０１４円となっております。減額の主な要因は、宅地開発地

排水設備等負担金の減少によるものです。収益的支出は、対前年度９８７万６８５円増

の４億６,２００万２,９２７円となっております。増額の主な要因は、受水設備の修繕

料と道路工事関連の受託工事費の増加によるものです。 

最後に、８ページ、９ページをお開きください。資本的収支のうち資本的収入につ

いては、前年度に比べ、１億１,７８９万８５０円減の７,０６９万８,７５０円、同様

に支出は、６,１０３万２,３４５円減の８,１２６万７,０４０円となっております。こ

の主な要因といたしましては、昨年度は、高所団地給水事業に伴う新たな分担金収入が

発生しなかったことと、高所団地給水事業に係る配水設備工事費が減少したことによる
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ものです。 

以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（山吹） 以上で概要説明を終わります。 

暫時休憩いたします。再開は、１３時３０分といたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（休憩 １１時３４分） 

（再開 １３時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（山吹） 休憩前に引続き会議を再開します。 

それでは、総務部門から説明をお願いします。内田総務部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○総務部長（内田） それでは、総務部門の主要事業についてご説明をさせていただきま

す。 

資料は、平成２５年度一般及び特別会計歳入歳出決算書と平成２５年度歳入歳出決

算付属資料の２つの資料を用い説明をさせていただきます。 

それでは歳入歳出決算付属資料の１３ページをお開きください。まず最初は総務課

の災害予防及び応急対策事業における防災備蓄倉庫建設事業でございます。決算書では

決算書該当ページに記載しております通り１１１ページから１１４ページとなります。

以後各部の説明においても、決算書との比較はこちらに記載しておりますページをご覧

いただきますようお願いいたします。 

この事業は、熊野町備蓄計画に沿って、非常用食料や生活必需品、応急対策のため

の資機材などの防災物資の整備・保管機能を充実させるため、従来の老朽化した水防倉

庫を取り壊し、そこに新しく、集配のためのプラットホームや物資の荷捌きスペースを

備えた防災備蓄倉庫、約２００平方メートルを建設したものでございます。事業費は３，

４６２万７，０００円、内訳としましては建築申請費用と設計委託に７７万１，０００

円、その他３，３８５万６，０００円が建設工事費となっております。なお、この事業

予算は、国の補助採択の関係から、平成２４年３月定例会に補正予算を上程し、その全

額を翌２５年度に繰り越して実施したものでございます。 

次に、企画財政課の交通輸送対策事業について、ご説明申し上げます。主な事業内
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容は、生活福祉交通おでかけ号の運行事業とバス運行対策費補助事業でございます。生

活福祉交通おでかけ号は、平成２４年度の実証運行を経て、平成２５年４月から本運行

に移行しました。事業実績は、運行日数２４４日、総運行便数１，３６５便、延利用者

数６，４２０人、１便当たりの平均利用者数４．８人でございます。町内のタクシー事

業者２社への運行委託費として、１,０５４万８００円を支出しております。 

バス運行対策費補助事業は、生活バス路線の運行を確保するため、沿線自治体が協

調して運行経費の一部を補助するもので、広電バスの阿戸線へ１，４７４万１,０６７

円、苗代線へ７７万２,３０３円、芸陽バスへ２万５，７６０円を支出しております。 

なお、阿戸線に関しましては、広島市区域の走行距離に応じ、広島市から１６９万

１,８３９円の負担金を収入しております。 

続いて、商工観光課の主要事業のご説明をいたします。 

商工観光課の事業３項目のうち、まず、定住交流促進事業でございますが、事業費

は、２，００３万２，０００円でございます。事業内容ですが、３事業掲げております。

熊野筆首都圏情報発信事業につきましては、広島ブランドショップＴＡＵの熊野筆セレ

クトショップ銀座店を活用し、熊野町と熊野筆の情報発信を行ったものでございます。

筆の里振興事業団への委託により実施し、委託期間は、平成２５年４月１日から９月３

０日で、５名の職員の雇用を行い事業実施をいたしました。 

次の絵てがみ体験交流事業につきましては筆の街交流館Ｋ-ＪＩＮを拠点に、絵てが

み推進員３名を配置し、絵てがみ体験事業を実施したものです。体験者数は、来館者、

訪問を合わせて３，２８７人となっております。次に民泊交流推進事業でございますが、

熊野町観光推進協議会を主体として、全国の筆に関わる大学生、大学院生を対象とした

民泊事業を実施いたしました。６大学から３４名の参加があり、町内の１４世帯のご協

力により学生を受け入れていただきました。 

次に、筆産業振興事業でございますが、事業費は１，３８４万９，０００円でござ

います。主な事業内容は、熊野筆原材料確保調査事業で、熊野筆事業協同組合への委託

により、筆事業所の協力を得て、原材料の確保状況について調査を実施いたしました。 

結果といたしましては、事業所規模により若干異なりますが、現在のところは、原

毛はなんとか確保できているとのことですが、質の低下や価格の上昇などの問題があり、

今後は厳しい状況になることが予想されるといったような状況でございました。また、

対策として、原毛業者や商社との連携を密にした仕入れルートの考察、他の産地との協
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力体制の構築など、筆組合を中心とした対策が必要であると整理しております。 

次に観光推進事業でございますが、事業費は、３，１６３万８，０００円でござい

ます。事業内容では、まず、観光ＰＲ推進事業につきましては、ひろでん中国新聞旅行

に委託し、県内小学校を中心とした社会見学の誘致、山陽アルチザン街道のＰＲ等を行

いました。県内の小学校を延べ４０６校、旅行会社等は延べ３９社に営業訪問しており

ます。 

地域情報発信事業は、ふでりんを活用した地域情報やイベント情報の発信を行った

ものでございます。ふでりんのフェイスブックでは、８２７名の方に登録いただいてお

ります。 

続いて、税務課の主要事業の固定資産税事務事業についてご説明いたします。この

事業は、現在、当町が採用している固定資産税の土地に対する評価方式であるその他方

式から、市街地を形成している自治体の多くが採用されている市街地宅地評価法いわゆ

る路線価方式の導入に向けて、業務委託により、状況類似地区と路線の再検証及び主要

路線の評価額の設定を実施したものでございます。路線価導入に関する事業費は、路線

価等更新業務が８４２万５，０００円、標準宅地の鑑定評価業務等が１，０３１万円で

ございます。これによる成果といたしましては、土地の評価につきまして、より精密な

評価を行う路線価方式の来年度導入に向けて準備を進めることができたものと考えてお

ります。なお、固定資産税事務事業の総事業費３，００８万４，０００円のうち、他の

主な内訳は、電算関係が１，０６４万３，０００円でございます。 

少しページが飛びますが、１９ページをお開きください。企画財政課が管理してお

ります土地取得特別会計について、ご説明申し上げます。基金財産である土地を公有財

産とするため、土地開発基金から買戻す経理を行ったものでございます。基金財産であ

る土地、５３筆、６万１,５１５．６９平方メートルについて、取得価格に、取得時か

らの利子相当額を加えた額、１１億７０９万１,８８３円で買戻しを行いました。 

また、公共用地の先行取得の必要性が薄れ、反面、事業資産やインフラ資産の維持

管理に要する将来負担が増加することから、土地開発基金による現金の保有を１億円程

度とし、残余の１１億４００万円を本特別会計へ繰り入れた後、財政調整基金へ７億４

００万円、公共施設等整備基金へ４億円を積み立てたものでございます。 

以上で総務部門の説明を終わります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○委員長（山吹） 続きまして、民生部門の説明をお願いします。清代民生部長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○民生部長（清代） それでは、総務部門の主要事業に続き、民生部門の主要事業につい

てご説明いたします。民生部門には、一般会計及び4つの特別会計がございますので、

まず、一般会計から説明を行い､続いて特別会計の説明を行わせていただきます｡ 

最初に民生課の福祉医療費公費負担事業でございますが、広島県福祉医療費負担事

業費補助金交付要綱に基づき、総医療費と保険給付費との差額について助成を行いまし

た。身体障害者手帳１級から３級まで、又は療育手帳ⒶからⒷまでを所持する重度心身

障害者を対象とする重度心身障害者医療。０歳から６歳、小学校就学前までの子供を対

象とする乳幼児医療。１８歳以下の子供を扶養しているひとり親家庭を対象とするひと

り親家庭等医療の３つの助成を行っています。このうち乳幼児医療については、受診時

における１回５００円の個人負担の無料化及び中学校３年生までの入院医療費の助成を

町単独事業として実施しており、子育て世代の医療費の負担軽減に努めております。事

業費は、前年度とほぼ同額の１億３,２０６万４，０００円です。 

次に、生活保護一般事務事業、生活保護費支給事業でございますが、平成２５年度

の被保護世帯数は１４０世帯、被保護人数は１９５人、前年度と比較し、世帯数で３世

帯、被保護人数で５人の減少となっております。減少の要因は、就労支援員を配置し、

就労能力のある世帯の就職を通じた保護の廃止や就労収入の増加によるものと考えてお

ります。また、生活保護費の総支給額は、２億６,９４０万３，０００円で、そのうち

医療扶助が１億４,７５２万３，０００円で、保護費全体５４．８％を占めています。 

次に、次世代育成支援対策事業でございますが、平成２７年度から始まる新たな子

ども子育て支援新制度の仕組みづくりに向けた子ども・子育て支援事業計画策定のため

のニーズ調査を実施しました。小学４年生以下の児童をもつ世帯、１，３８０世帯に調

査票を送付し、８２５件、率にして５９．８％の回答を得ました。この調査結果を基に、

熊野町子ども・子育て会議の意見をいただきながら、現在、事業計画書を作成中でござ

います。また、西部地域健康センター内に設置する子育て支援センターで、育児相談や

子育てサークル活動などを通じ、育児に悩みを持つ母親などの支援を行いました。セン

ターへの来所者数、相談件数、ファミリーサポート件数は、ともに前年度を上回ってお

ります。事業費は、１,０３０万２，０００円。対前年度比２９９万６，０００円、４

１．０％の増加となっております。ニーズ調査の実施費用の計上が増額の要因となって
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おります。 

次に、保育所運営事業でございますが、町内４つの認可保育所に保育を必要とする

乳幼児の入所等を行いました。入所児童数は、平成２５年度末時点で定員４５０人に対

し４５７人の入所措置をしております。また、多様な保育ニーズに対応するための延長

保育、病後児保育、一時保育も継続して実施し、延長保育については、朝７時からの延

長保育を１カ所で実施しました。事業費は、３億６,７７９万５，０００円。対前年度

比１,０２７万６，０００円、２．７％の減少となっております。入所児童数が前年度

よりも１３人減少したことがその要因であると考えております。 

次に、福祉課・健康課、地域包括ケア推進事業でございますが、地域包括ケア体制

の構築に必要な３つの事業を実施しました。事業費は、２２３万８，０００円で、補助

率４分の３の地域包括ケア推進補助金を活用しました。まず、地域包括ケアマップ作成

事業ですが、高齢者が地域で安心して生活するうえで必要な地域資源について、ワーキ

ング会議で協議しながら集約、選定しました。住民への配布は今年度の予定です。２つ

目の、認知症予防事業は、認知症の早期発見、予防を目的に、スクリーニング機器を購

入し、農業祭や健康祭りなどで使用し、認知症の予防について普及啓発を行いました。 

次の、ノルデッィクウォーキング普及啓発事業は、介護予防・疾病予防の環境づく

りとして、気軽にできるウォーキングモデルコースの選定や、足腰への負担が軽減でき、

全身運動となるノルディックウォーキングの講習会を開催しました。 

次に、資料１５ページ福祉課、障害者自立支援事業でございますが、障害者や障害

児の社会活動や日常生活の支援及び介護者の介護負担の軽減を目的に、障害福祉サービ

スの給付などを行いました。事業費は、３億７，５９３万２，０００円で、対前年度比

８３８万１，０００円、２．３％増となっています。主な事業内容としましては、ホー

ムヘルプサービスや施設への通いや入所サービス、車椅子や人工肛門造設者に対するス

トマの購入費助成などです。新規事業として、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成

事業を行いました。また、町単独事業として、福祉タクシー利用助成や腎臓障害者通院

助成を行いました。 

  続いて、住民課、住民基本台帳等事業、戸籍副本データ管理システム整備等につきま

しては、事業費は５２７万７，０００円でございます。事業内容としましては、大規模

災害発生時に、町が管理する戸籍の正本データと、近接の法務局が管理する副本データ

の双方が、同時に滅失すること防ぐため、町や法務局から離れた位置に国が新設する管
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理センターに、日々戸籍の更新データを送信するシステムを整備しました。また、熊野

町の戸籍に記録された方に住所異動があった場合、住所地から電子的に送信されてくる

住所異動通知を戸籍附票に反映させるためのシステムを整備しております。 

続きまして、健康課、感染症対策事業は、予防接種法に基づき、はしかや風疹、結

核などの発生やまん延を予防し、また、インフルエンザの発病や重症化を防止するため

の予防接種を実施いたしました。インフルエンザは高齢者、その他は乳幼児や児童生徒

を対象としています。平成２５年度においては、子宮頸がんワクチン、Ｈｉｂワクチン、

小児用肺炎球菌ワクチンが新たに定期接種とされ、その接種勧奨及び予防接種を実施し

ました。なお、子宮頸がんワクチンは、平成２５年６月から積極的接種勧奨の差し控え

措置がとられており、その副反応について国で検討をされている状況です。また、病原

性が高い新型インフルエンザや同様に危険性のある新たな感染症に対する危機管理とし

て，国・県の行動計画を受け、町の基本計画として熊野町新型インフルエンザ等対策行

動計画を策定しました。今後は、この計画を基本により具体的なガイドラインを策定す

る予定としております。 

事業費は５,０２７万９，０００円で、対前年度１,００１万５，０００円、１６．

６％の減額となっております。減額の主な要因は、風疹・麻疹の接種方法の変更に係る

時限措置の廃止、子宮頸がんワクチンの積極的接種勧奨の差し控え措置によるものです。 

次に、健康課、生活習慣病予防対策事業でございます。特定健康診査・基本健康診

査や各種がん検診を合わせた総合健診として、住民健診を８月末から１６日間３会場に

て実施いたしました。受診実人員は、対前年２.０％減の３，２２７人となっており、

この健診結果に基づき訪問を行い、受診や特定保健指導に結び付けております。また、

町内企業やグループなどへの出前健康教育や毎月１回の一般健康教育を保健師と栄養士

が連携して行うなど、各種相談事業の充実を図るとともに、２月には健康まつりを実施

いたしました。事業費３，８５３万６，０００円で、対前年度２９３万４，０００円、

８．２％の増額となっております。増額の主な要因は、住民健診の胃がん検診において、

検診のより精度を増すために検査機器がデジタル化されたことによる検査費用の増加に

よるものです。 

次に、健康課、母子保健事業でございます。母性を育むとともに、妊産婦や乳幼児

の健康の保持・増進を目的に、母子健康手帳の交付から妊婦健診、乳幼児健診や育児相

談、乳幼児家庭への訪問事業や母子の歯の健康づくり、平成２５年度に県から権限移譲
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を受けた未熟児養育医療費給付事業等を実施しました。 

妊婦一般健診においては、健診回数１４回を維持するとともに、母子間での感染を

予防するため、ウイルスの抗体検査助成などを実施しました。また、生後４か月までの

赤ちゃんを対象に保健師や助産師が、全戸訪問を行う、こんにちは赤ちゃん事業では、

９８.２％の訪問実施を果たすとともに、育児相談を含めると、全ての母子の状況把握

ができました。毎週行っている育児相談事業、すくすくクラブとともに、子育て支援の

一層の充実が必要と考えています。事業費は前年度とほぼ同額の１，８０８万６，００

０円です。 

続きまして、生活環境課の環境衛生事業でございます。この事業では、主に住宅用

太陽光発電システム導入、生ごみ処理機購入、小型浄化槽設置の補助金交付などの助成

を行っております。事業費は、１，８５７万７，０００円で、対前年度比３９８万２，

０００円、１７．７％減となっています。住宅用太陽光発電システム導入に対する助成

は、家庭での地球温暖化の抑制や環境保全意識の高揚を図ると共に災害に強いまちづく

りを目的としまして行っております。平成２５年度は、１基当たりの補助金額を５万円

から３万円に減額して実施ました。６３基の申請があり、１８９万円の助成をしており

ます。 

生ごみ処理機の購入費の一部助成では、５名から申請があり、電動生ごみ処理機４

基、生ごみ堆肥化容器２基に対して合計８万４，１００円の補助をしております。家庭

用小型浄化槽の設置に対する助成では、５人槽の浄化槽１５基、７人槽３基、の合計１

８基の申請があり、合計で６２２万２，０００円の助成を行いました。平成２３年度に

委託により作成した浄化槽台帳を基に、清掃や法定点検の実施を促し、町内河川の水質

汚濁の防止を図り、生活環境を保全に寄与しているものと考えています。 

また、火葬場使用料の呉市民との差額を助成しております葬祭費補助金は、平成２

５年４月に呉市斎場の使用料が変更されたことに伴い、基準額を１２歳以上の場合で３

万５，０００円から４万２，０００円に増額し、２２６名に１，１０４万６，２００円

を支出しました。 

  続いて、民生部の所掌する３つの特別会計のうち、まず始めに、資料の１７ページ、

国民健康保険事業特別会計、国民健康保険事業からご説明申し上げます。 

国民健康保険は、国民皆保険の中核をなす制度でございまして、町が保険者となり、

地域の自営業者及び退職者などの被保険者を対象として、疾病、負傷、出産及び死亡に
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対して保険給付を行っております。 

また、特定健康診査など、疾病の早期発見・重症化防止等を目的とした保健事業や、

医療費適正化への取組みを併せて実施しております。事業の決算額は、３３億４,６２

１万３，０００円で、前年度比較２．７％の増です。 

  本年３月末現在の被保険者数は、６，９９１人。加入世帯数は４，１７７世帯で、い

ずれも前年度の同時期と比べて若干減少しております。主な支出となります保険給付費

は、２３億３,３６７万４，０００円。前年度比較で７,０５１万２，０００円、２．

９％減となっております。国保を取りまく環境といたしましては、現在、国保の財政上

の構造問題の解決、そして国保運営の都道府県化に向け、国と地方の協議がなされてい

る状況がございます。そうした動向を注視しつつ、今後も安定的な国保運営に努めてま

いります。国民健康保険事業特別会計につきましては以上でございます。 

  続いて、１８ページの上段、後期高齢者医療特別会計、後期高齢者医療事業でござい

ます。 後期高齢者医療制度は、県内の市町が設置した広域連合を保険者として、被保

険者の認定、保険料の決定及び保険給付等を行い、各市町では申請や届出等の窓口業務

や保険料の徴収事務を行っております。被保険者は、７５歳以上の方と、６５歳以上７

５歳未満の方で一定の障害をお持ちの方となりますが、本年３月末現在で、３，２８４

人。前年度の同時期と比べて１４２人、４．５％の増となっております。事業の決算額

は、５億２,０４２万９，０００円で、前年度比較３．３％の増です。保険料の収納率

は、９９．７０％で前年度より０．１９ポイント下がっております。主な支出となりま

す後期高齢者医療広域連合納付金は、５億１,８７８万１，０００円。前年度比較で１,

６６２万８，０００円、３．３％の増となっております。 

この納付金は、広域連合の事務費、医療給付費のうち負担対象額の１２分の１に相

当する額、及び徴収した保険料等を合算したものでございますが、このうち、医療給付

費の負担金は、２億３,８２２万３，０００円で、過年度の精算の影響から、前年度比

較で４２９万３，０００円、１．８％の減となっております。この後期高齢者医療制度

につきましては、引き続き、現行の制度において円滑な事務の執行に努めます。後期高

齢者医療特別会計につきましては以上でございます。 

次に、介護保険特別会計について説明いたします。福祉課の介護保険事業は、熊野

町が保険者となり要介護又は要支援の認定を受けた方に、介護サービスや介護予防サー

ビスを提供する事業で、３年を一期とする介護保険事業計画に基づき運営を行っており
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ます。第５期介護保険事業計画の中間年度である平成２５年度は、事業費は、一般事務

費である総務費が１，６３９万３，０００円で、対前年度比９１万８，０００円、５．

９％の増、また、各種介護保険サービスに係る保険給付費は１７億４，７２３万円で、

対前年度比４，２６４万７，０００円、２.５％増となっております。また、介護保険

事業計画値に対する保険給付費額は８９.８％と、健全な運営状態と考えております。

第１号被保険者、要支援・要介護認定者、各サービス利用者共、前年度に比べ増加して

おります。 

同じく福祉課の包括的支援事業でございますが、町直営の地域包括支援センターに、

社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーの３業種の専門職を配置し、総合相談や権利

擁護業務などに取り組みました。また、身近な相談窓口として、町内２箇所に相談支援

センターを委託設置し、迅速に相談対応を行ってまいりました。地域包括支援センター

と相談支援センターが地域の関係機関や介護事業者等と連携し、迅速に対応することに

より、高齢者やその家族の不安などを早期に発見し対応することができると共に、でき

る限り要介護につなげない状況を作るなど、高齢者のニーズに応じた適切なサービスの

提供が行えるものと考えております。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（山吹） 次に建設部門の説明をお願いします。建設部長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設部長（森本） 続きまして、建設部門の主要事業についてご説明をさせていただき

ます。付属資料の１５ページをご覧ください。まず、建設課の主要事業についてご説明

いたします。 

国庫町道舗装修繕事業ですが、交通量の多い主要町道のうち、舗装の老朽化が特に

著しい町道昭和線外７路線、延べ４.４キロメートル、２万５，０００平方メートルの

舗装修繕工事を、国庫補助金を活用して実施いたしました。事業費は９,５７３万５，

０００円でございます。 

次に、国庫町道深原公園線新設事業ですが、深原地区公園から深原地区準工業地域

入口まで、幅員１０メートル、延長１５５メートルを、主に舗装工事を実施し、３月末

に供用開始いたしました。また、この路線は、将来県道瀬野呉線バイパスと接続するこ

とから延伸計画も策定しまして、事業費は合わせて２,２３０万１，０００円でござい

ます。 
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  付属資料の１６ページをご覧ください。続いて、国庫町道出来庭川角中央線新設事業

ですが、県道矢野安浦線の迂回路として、また、団地地区と出来庭地区の生活交通を円

滑に処理するための新設道路として、幅員９.５メートル、延長３２０メートルを、主

に舗装工事を実施し、１２月末に供用開始いたしました。事業費は１,９９９万６，０

００円でございます。 

続いて、国庫深原地区町有地造成事業ですが、熊野黒瀬トンネル工事の建設発生土

を活用して、産業振興による町政の発展を図るため、２３年度から県に委託して深原地

区町有地の造成工事に着手し、３月末に有効面積約１.７ヘクタールのくまの産業団地

が完成いたしました。造成工事は敷地造成工・河川改修工・進入路工などを実施し、県

への負担金１億８,３００万円、及び単町事業の送配水管布設工事などを合わせまして、

事業費は２億７１５万６，０００円でございます。 

最後に、国庫橋梁維持修繕事業ですが、県道から熊野東中学校への町道上の老朽化

した五反田橋を架け替えるため、昨年１１月下旬から全面通行止めにして、延長８.５

メートルの下部工事を実施しました。なお、今年度も引き続き上部工事に着手し、７月

末に供用開始いたしました。また、町内１１８橋の橋梁長寿命化修繕計画を策定しまし

て、事業費は合わせて３,８４３万８，０００円でございます。 

続きまして、都市整備課の主要事業についてご説明いたします。鳥獣被害防止対策

事業ですが、近年その被害が増大するイノシシ、ヌートリアによる農作物への被害防止

を目的に、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、ヌートリアの防除講習会を５回実施

しました。また、駆除・防除に向け駆除班と連携し、イノシシの集中駆除を行うなど、

被害防止に努め、駆除実績は集中駆除を含め、イノシシ１１９頭、ヌートリア４頭を捕

獲しました。また、被害の未然防止策として電気柵・ワイヤーメッシュ柵の設置計７件

に補助金約１９万円を交付しております。事業費は１９２万４，０００円でございます。 

次に、林業振興対策事業ですが、ひろしまの森づくり交付金を活用し、荒廃する里

山の再生を目的に、ゆるぎ観音から赤穂峠を経由した城山までの区間と、串掛林道から

金ヶ燈籠山山頂までの遊歩道を整備し、伐開・整理を行うとともに、途中休憩のできる

ベンチの設置や指導票を設置しました。事業費は２９４万３，０００円でございます。 

最後に、都市計画一般事業ですが、くまの産業団地、県道矢野安浦線バイパスの造

成や経年による地形変化を修正するとともに、都市計画区域が変更となったことから、

熊野町都市計画図の修正を行いました。事業費は６９７万７，０００円でございます。 
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続きまして、開発指導課の主要事業についてご説明いたします。子育て定住促進助

成金交付事業ですが、子育て世代の定住を促進し、人口の維持、地域の活性化を図るた

め、住宅の新築又は購入者を支援する事業で、５９件の申請に対し助成金を交付しまし

た。交付総額は １,１３８万４，０００円で、交付者の前住所の内訳は、町外からの転

入が２８世帯９７人、町内転居が３１世帯、１２３人となっています。 

続きまして、公共下水道事業特別会計の主要事業について、ご説明いたします。付

属資料の１７ページの一番下の表をご覧ください。一般管理費の１億８,５３３万１，

０００円ですが、主なものは、水洗便所改造及び排水設備改造補助金の８１６万円です。

この補助金は、下水道の供用開始後１年以内に宅内排水設備の改造を行い、公共下水道

に接続していただいたお宅に、１件当たり８万円を交付するもので、１０２件の交付を

しております。 

次に、公共下水道整備費の１億３,８００万５，０００円ですが、主なものは、新宮

地区及び平谷地区において、汚水管渠工事を５件、また、新宮地区、平谷地区及び萩原

地区において、マンホールポンプ設置工事を３件、合計で８件の工事を実施しておりま

す。汚水管渠の工事延長１.４１キロメートル、マンホールポンプ５基を整備し、工事

費は１億１,００２万６，０００円でございます。昨年度の下水道整備面積は２.７２ヘ

クタールで、これまでと合わせると約４５２.６３ヘクタールとなり、全体計画の５８

０.２ヘクタールのうち約７８％の整備率となりました。また、昨年度末の下水道普及

率は、前年度より０.５ポイント上昇し、８９.８％となりました。 

続きまして、上水道事業会計の主要事業について、ご説明いたします。付属資料の

１９ページの下の表をご覧ください。まず、道路関連の受託工事ですが、県道矢野安浦

線の改良工事に伴い、中溝地区及び出来庭地区において、支障となる水道管の切廻し工

事を実施しました。事業費５４０万６，０００円で管路延長は、１０６メートルでござ

います。 

次に、高所配水団地改修事業ですが、萩原地区の湖翠園団地で２件、呉地地区の皇

帝ハイツで１件の水道管布設工事を行い、管路延長約１.１キロメートルを整備してお

ります。また、皇帝ハイツの送水ポンプ所敷地で１９２平方メートルのコンクリート敷

き工事を、城之堀団地では、建築面積４８．７平方メートルの加圧ポンプ所の建築工事

を実施し、事業費は５,２３１万９，０００円でございます。 

次に、未給水地区解消事業ですが、初神地区、新宮地区において地元申請による水
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道管布設工事を行い、事業費１,１１０万９，０００円で管路延長約４１５メートルを

整備しております。上水道の普及率は前年度から０.９ポイント増加し、８８.６％とな

っております。 

最後に、熊野団地管路更新事業ですが、熊野団地内の老朽管対策といたしまして、

石神地区において、老朽が見込まれる水道本管から３５件の給水管分岐替え工事を事業

費５９６万１，０００円で実施しております。 

建設部と水道部の主要事業説明は、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（山吹） 最後に、教育部門の説明を願いします。 

   教育部長 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部長（藤森） 続いて教育委員会、学校教育課の学校支援臨時的事業１，９４３万

１，０００円です。この事業は、学校の様々な課題を解決させるために学校に人的な支

援を行うもので、具体的には、学力向上対策のための事務補助等を行う学校支援員を各

校に１名ずつ計６名、不登校・生徒指導対策のための生徒指導相談員を両中学に１名ず

つ計２名、家庭教育に課題がある低学力の児童生徒のための対応を行う家庭教育支援ア

ドバイザーを１名、情緒的課題を持つ児童生徒のための対応を行う配慮児童支援員を３

名、学校の環境整備や施設修繕を行う学校施設等安全点検員、これは、２人１組で学校

を巡回するものですが、これらの人員を配置するものです。２５年度には、各小・中学

校で展開した学力向上総合対策事業を下支えし大きな成果を得ました。これらの事業は、

学校施設安全点検員を除き、県の緊急雇用対策基金事業の補助金を財源といたしました。 

  次は、小学校大規模改造事業１億１，７７５万１，０００円です。遅れていた学校施

設の耐震化率向上のため、事業を前倒して実施し、熊野第一小学校特別教室棟及び体育

館、熊野第二小学校普通・特別教室棟、熊野第三小学校南校舎の耐震補強工事を施行し

ました。 

  次は、中学校大規模改造事業５，４７２万１，０００円です。熊野東中学校特別教室

棟、管理棟、及び体育館の耐震補強工事を行いました。また、熊野東中学校の普通教室

棟の耐震補強案及び実施設計を作成しました。この設計に基づいて、今年度熊野東中学

校普通教室棟の耐震補強工事を行い、既に完成しております。これらの小学校及び中学

校の大規模改造事業は、財源として国の学校施設環境改善交付金を受けて実施していま
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す。 

続いて、生涯学習課の社会教育一般事務のうちどく推進事業１９３万４，０００円

は、町内の０歳から中学３年生までを対象に、家族間コミュニケーションの深まりや言

葉の力の向上を期待して、家族のだれかと１週間のうち２日、１５分以上テレビ・携帯

電話などの電源を切り、本を読むうちどく推進事業を推進しました。家庭での読書を勧

め、家族間コミュニケーションの深まりとことばの力の向上を目的としまして、２年目

を迎え、４０週分達成者は６６．４％、１，３７５人になり、記念品としてクリアファ

イルを贈呈しました。 

続きまして、社会体育施設管理事業８，１７１万３，０００円です。町立体育館屋

根の雨漏りを改修するため、２４年度に実施設計業務を実施し、２５年度は屋根改修及

び外壁防水工事等を実施しました。また、体育館全体の不備を補修するため、照明取り

替え、事務所増築、電気機械設備、建具改修工事を実施しました。教育委員会につきま

しては、以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○委員長（山吹） 以上で、平成２５年度における各会計決算説明と、各部門主要事業の

概要説明が終りました。 

  暫時休憩します。再開は１４時４０分です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（休憩 １４時２０分） 

（再開 １４時４０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

会計書類閲覧 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（閉会 １６時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 


